
  令和６年４月 23日 

 

「いわきの魅力レベルアップ！いわきツーリズム拡大事業業務公募型プロポーザル」に係る質問事項 

に対する回答 

いわき市観光文化スポーツ部観光振興課 

 

№ 質問事項 回答 

１ 令和 5年度の『事業実施報告書』の開示をお

願いできますでしょうか。 

その際、アンケート調査等も含まれているも

のをお願いできましょうか。 

参加表明書を提出し、参加資格審査を通過した者に

対し、審査結果と併せて「事業実施報告書※」を送付

することとしております。 

※ アンケート調査等含む 

※ ポータルサイト運用結果含む 

２ ポータルサイト「いわきゾチック」の令和 5

年度の運用結果を開示いただけますでしょう

か？ 

（※運用結果を分析し、と仕様書にも記載がご

ざいます） 

参加表明書を提出し、参加資格審査を通過した者に

対し、審査結果と併せて「事業実施報告書※」を送付

することとしております。 

※ アンケート調査等含む 

※ ポータルサイト運用結果含む 

３ ポータルサイト情報発信強化について 

すでに構築されている「いわきゾチック」にコン

テンツを追加していくことを想定した仕様のよう

に読み取れますが、（i）運用以下・（ⅱ）・（ⅲ）そ

れぞれにおいて、新規でドメイン・サーバーを準備

し、新規でサイトを構築するようにも読み取れま

す。 

実際には、https://totteoki-iwaki.jp/ を継続

的に管理し、そのサイト内のコンテンツを更新して

いくということでよろしいのでしょうか？ 現在の

サイト（サーバーもドメインも）を継続使用する場

合には、現在のサイト環境や仕様によるところが大

きく、示されている仕様を必ずしも履行できると判

断はできないのですが、どのようにお考えでしょう

か。 

また、事業受託の際にはサーバー情報含め、すべ

てのデータを引き継げるという認識でよろしかっ

たのでしょうか。 

 お見込みの通り、現在構築されているポータルサイト

「いわきゾチック https://totteoki-iwaki.jp/」を継

続的に管理・更新していくものです。 

  

 仕様書記載の（i）運用以下・（ⅱ）・（ⅲ）について

は、受託者決定後に委託者と協議のうえ履行するもの

とします。 

 

 お見込みの通り、サーバー情報含め全てのデータを

引き継ぐことになります。 

４  （イ） 動画制作・配信によるブランド強化につ

いて 

「いわきゾチック」のブランドイメージをわ

かりやすく旅行者に伝えるため、本市のキーコ

ンテンツである海浜・大型アミューズメント・

 ポータルサイト「いわきゾチック」掲載の体験アクティビ

ティ及び体験レポートを指します。 

https://totteoki-iwaki.jp/
https://totteoki-iwaki.jp/
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温泉・美食を中心に、新たに造成中の地域体験

の魅力を伝える動画を制作・配信すること。と

ありますが、ここで言う「新たに造成中の地域

体験」とは、具体的に何を指していますでしょ

うか？ 

５ 動画の著作権は全て本市に帰属するものとし、

その利用及び再編集は本市において自由に行う

ことができるなど柔軟に活用できるものとする

こと。 

とございますが、『広告契約内でその使用が限

定され、また編集許諾範囲が定められてしまう

ようなタレント等は、出演者として起用しない』

という認識でよろしいでしょうか。 

 動画の著作権は全て本市に帰属するものとし、そ

の利用及び再編集は本市において自由に行うこと

ができるなど柔軟に活用できるのであれば、タレン

ト等の出演を制限するものではございません 

 


